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研究要旨 
建築物の管理者及び利用者に対するアンケート調査と室内環境の測定調査を実施し，建築物に

おける衛生的環境の維持管理の実態，建築物利用者の健康状態及び職場環境等の実態を把握する

ことによって，これらの要因に影響する維持管理上の課題を明らかにするものである。 
多くの建物において，温度，CO2濃度は基準値を満足していたが，相対湿度に関しては基準値

である 40%RH を下回る建物があり，絶対湿度としては 22℃，45％RH を満足するための 0.0073 
[kg/kg(DA)]より低く加湿不足にあった。CO2 濃度は 1000ppm 未満で管理されており，換気量の

試算から設計基準とされている 30～35m3/(h･人)より多い建築物が多く，十分な換気能力を有し

ていることが明らかになった。総合温冷感（PMV）評価から，室内負荷の大きなオフィスビル

では秋期や冬期の様な暖房負荷時よりは夏期の冷房負荷時により厳しい環境にあることが分か

った。浮遊細菌・真菌では殆どが学会管理規準を下回り，I/O 比から中央式空調の建物がより空

気質により有利であることが再確認された。マイクロバイオーム調査では，ヒトに対して病原性

を有する種が検出されることがあった。 
室内 PM2.5 濃度は 0.002〜0.03 mg/m3程度と大気基準を下回っていた。同一建物内の濃度は概

ね同様の値を示しており，室内での発生源のほか，空調方式の種類より検討することで，外気か

らの侵入する微粒子を処理する空調機（フィルタ）の特性が関係しているものと考えられた。エ

ンドトキシン濃度は殆どが 0.5 EU/m3未満と濃度は低く，外気濃度が室内濃度より高い傾向を示

している。但，冬期に限った汚染源が存在するオフィスがあり，同時に採取した加湿水の ET 濃

度測定結果から新しい水道水より高い濃度が確認された。 
職場環境と在室者の健康に関する調査では，上気道症状では温度の低下，相対湿度の低下，絶

対湿度の低下との間に有意な関係がみられた。冬期の相対湿度は管理基準の 40%を下回るオフィ

スが大半であったことから，冬期の湿度低下が上気道症状のリスクを高めている原因となってい

る可能性が考えられた。CO2 に関する近年の複数のエビデンスは生理学的変化及び SBS 関連症

状との関係を示しているが，CO2によるものか他の汚染物質との混合曝露によるものかはさらな

る検証が必要（特に長期間曝露の影響）ではあるが，建物内の CO2の室内濃度を 1000ppm 以下

の低濃度に抑えることで，これらの健康影響を防止できると考えられた。 
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しない建築物が増加している 1),2)。また，微生

物及び超微小粒子など建築物に関わる汚染要

因も変化してきており，監視方法及び管理基

準を含めた環境衛生管理のあり方を検討する 
必要があると考えられる 3)。 
このような背景を踏まえ，本研究では，建

築物の管理者及び利用者に対するアンケート

調査と室内環境の測定調査を実施し，建築物

における衛生的環境の維持管理の実態，建築

物利用者の健康状態及び職場環境等の実態を

把握する。そして，オフィス環境に起因する

と思われる健康障害の実態と職場環境との関

連性，建築物利用者の健康及び職場環境に影

響する可能性のある維持管理上の課題を明ら

かにする。 
現在，建築物衛生法に基づく環境衛生管理

基準の測定及び点検は，6 回／年実施するこ

ととなっている。事務所労働者の症状に関す

るリスク要因，維持管理上の問題を明らかに

するためには，年間を通じた縦断調査が必要

である。そこで，本調査では，調査事務所数

を全国数地点の数十件程度に絞ったうえで，2
年間（2 ヶ月ごとに中間評価を実施）の前向

き縦断調査を実施している。そして，事務所

に勤務する従業員の症状に関するリスク要因

と建築室内環境における維持管理上の問題点

について，より高い科学的エビデンスを得る。 
本研究で得られた成果は，建築物における

衛生的環境を確保するうえで，今後の建築物

に必要な管理基準及び監視方法等のあり方に

関する施策の立案に寄与するものである。 
「2-1 建築物における衛生環境の実態と管理

項目」では温湿度・CO2 濃度・PMV、微生物、

化学物質、PM2.5、エンドトキシンの測定結

果を纏めた。また、「2-2  アンケートと環境

要素の関係」では、測定結果とアンケート結

果を相関分析し室内衛生環境と健康との関連

性について検討した結果を報告する。 
 
2-1-1 温湿度・CO2 濃度・PMV 
A. 調査対象ビルの概要 
 表 2-1-1-1 に調査対象ビルの概要と測定時

期を示す。測定対象 ID について、頭文字 O
のビルは大阪、T のビルは東京にあるオフィ

スビルを示している。また、空調方式につい

て、AHU はエアハンドリングユニットの略、

PAC はパッケージ型空調機、HEX は全熱交換

器を指している。一人当たりの占有床面積に

ついて、一般に設計値として 5[m2/人]の値を

用いられるが、本調査の対象の殆どはそれよ

い大きく、最大でその 5 倍の値であった（冬

期 T-18）。 
 

表 2-1-1-1 調査対象ビルの概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.測定項目と測定方法 
 測定は 1 年間の連続測定と季節別の立ち入

り測定であった。1 年間の連続測定において、

室内温湿度・CO2・グローブ温度に関する 20
分間の連続測定を行った。温湿度と CO2 濃度

に温湿度・CO2 センサー（Thermo Recorder 
TR-72U T&D 社製）、グローブ温度に直径

75mm のグローブ温度計を用いた。東京と大

阪の外気温度について、温湿度データロガー

（ハイグロクロン、ＫＮラボラトリーズ製）

を用いた 20 分間の連続測定を行った。 
 
 
 
 
 
 
 

測定日 測定対象ID 空調方式
対象床面積

[m2]
在室者数

[人]
一人当たり占有
床面積[m2/人]

2016/1/15 T-05 AHU+ダクト 922 78 12
2015/12/22 T-06 PAC+HEX 92 7 13
2015/12/22 T-17 AHU+ダクト 737 60 12
2016/1/15 T-18 (2カ所) PAC+HEX 422･645 16･58 26･11

2015/12/22 T-19 (2カ所) AHU+ダクト 1152 120･41 10･28
2016/2/23 O-02 (3カ所) AHU+ダクト 180･248･200 22･36･26 8 ･7･8

2016/2/24 O-03 (3カ所) AHU+ダクト 136･66･102 12･21･12 11 ･3･8

2016/2/24 O-04 PAC+HEX 119 8 15

2016/2/24 O-05 (5カ所) AHU+ダクト 368 41･34･44･66･21 9･11･6 ･18
2016/2/23 O-06 AHU+ダクト 194 10 19.4
2016/2/23 O-08 (4カ所) PAC+HEX 186 9･9･14･16 20･20･13 ･11

2016/8/2 T-05 AHU+ダクト 922 63 15
2016/8/2 T-06 PAC+HEX 92 11 8
2016/8/3 T-17 AHU+ダクト 737 70 11
2016/8/2 T-18 (2カ所) PAC+HEX 422･645 24･58 18･11
2016/8/3 T-19 (2カ所) AHU+ダクト 1152 121･40 10 ･29
2016/8/9 O-02 (3カ所) AHU+ダクト 180･248･200 21･39･18 9･6 ･11
2016/8/8 O-03 (3カ所) AHU+ダクト 136･66･102 16･12･10 9･6 ･10
2016/8/8 O-04 PAC+HEX 119 11 11
2016/8/9 O-05 (5カ所) AHU+ダクト 368 40･28･51･59･22 9 ･13･7 ･6･17
2016/8/9 O-08 (4カ所) PAC+HEX 186 14･8･10･7 13･23･19･27

2016/11/9 T-19 (2カ所) AHU+ダクト 1285･668 136･55 9･12

2016/10/17 O-05 (5カ所) AHU+ダクト 217･316･316
･207･253

23･70･74
･29･34

9･5･4･7･7

2016/10/17 O-03 (3カ所) AHU+ダクト 109･148･90 12･13･10 9･11･9
2016/10/17 O-08 (4カ所) PAC+HEX 244･178･169･56 18･6･11･9 14･30･15･6
2016/10/18 O-02 (3カ所) AHU+ダクト 169･229･141 23･43･18 7･5･8

夏季

秋季

冬季
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表 2-1-1-2 測定項目・測定対象・測定場所 
 
 
 
 
 
  
一方、季節別の立ち入り測定の測定項目、使

用した測定器、および測定場所を表 2-1-1-2
に示す。浮遊細菌と浮遊真菌の測定に SCD 培

地と DG18 培地を用い、吸引量を 100L
（100L/min×1min）とした。また、浮遊細菌

と真菌の測定に粒径別浮遊粒子濃度の測定も

同時・同箇所で行った。 
室内と屋外の粒径別浮遊粒子濃度とCO・CO2
濃度において、1 分間隔計 30 分間の連続測定

を行った。 
 
C. 結果 
C.1 温度 
 図 2-1-1-1 と図 2-1-1-2 のそれぞれに東京と

大阪の秋季・冬季・夏季の代表月の温度の四

等分値（最大値、75％タイル値、中央値、25％
タイル値、最小値）分布を示す。図は就業時

間帯の温度を抽出して作成したものである

（以後に示す四等分値は同様である）。 
 東京では、夏季の T-05 の温度の殆どは管理

基準値の 28℃を上回っていた。同ビルのほか

のフロアの温度が適正に管理されていること

を勘案すれば、測定センサーの近傍に発熱機

器があり、その影響を受ける可能性があると

思われる。一方、他の全ての対象室内の温度

は管理基準値の 17~28℃の範囲に制御されて

いた。 
 大阪では、秋季と冬季の室内温度は概ね管

理基準値を満足しているが、夏季の室内温度

は 16室のうちの 10室の中央値が 28℃を超え

ていた。さらに、75％のタイル値は 30℃に達

している対象室は少なくないことから、夏季

における温度の適正な管理が必要であること

が窺えた。 
 
 
 

 

 

 
 

上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-1-1 季節別の室内温度の分布（東京） 
 

 

 

 
 

上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-1-2 季節別の室内温度の分布（大阪） 
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上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-1-3 季節別の室内相対湿度の分布 
（東京） 

 

 

 
 

上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-1-4 季節別の室内相対湿度分布（大阪） 
 

C.2 相対湿度・絶対湿度 
 図 2-1-1-3 と図 2-1-1-4 のそれぞれに東京と

大阪の秋季・冬季・夏季の代表月の相対湿度

の四等分値分布を示す。 
 東京では、秋季の中央値または 25％タイル

値が管理基準値下限の 40％を下回る対象室

が多く見られた（9 室中 6 室）。さらに、冬季

では、T-18-①を除いた対象室の相対湿度の

75％タイル値（T-05-4F は中央値）が 40％を

下回っており、冬季の低湿度問題が再確認さ

れた。夏季では、個別空調方式の T-06 の室内

相対湿度の 75％タイル値が管理基準値上限

の 70％を上回ったが、ほかは概ね良好であっ

た。 
 大阪では、秋季の 25％タイル値が 40％を下

回る対象室が散見された（15 室中 8 室）。冬

季では、16 室中の 2 室の中央値のみが 40％を

上回った。さらに、16 室中の 11 室の相対湿

度の中央値が 30％以下であった。夏季では、

最大値が 70％を上回ったものの、75％タイル

値が管理基準値を満足した。 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-1-1-5 季節別の室内絶対湿度分布（東京） 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-1-1-6 季節別の室内絶対湿度分布（大阪） 
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上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-1-7 季節別の CO2濃度分布（東京） 
 

 

 

 
 

上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-1-8 季節別の CO2濃度分布（東京） 
 

 ここでは、冬季における低湿度について検

討してみる。一般に、冬期の温湿度の設計条

件は 22℃と 45％である。それを満足するため

に、室内の絶対湿度を 0.0073 [kg/kg(DA)]以上

に加湿する必要があるが、図 2-1-1-5 と図

2-1-1-6 に示しているように、絶対湿度が低く

（赤い線：0.0073 [kg/kg (DA)]）、加湿不充分

であることが明らかになった。 
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C.3 CO2濃度 
 図 2-1-1-7 と図 2-1-1-8 のそれぞれに東京と

大阪の秋季・冬季・夏季の代表月の相対湿度

の四等分値分布を示す。季節を問わず、最大

値は管理基準値の 1000ppm を超えるもので、

全ての中央値が 1000ppm を大きく下回った。 
前述した独立行政法人統計情報センターで

公表されているオフィスの不適率は 30％以

上であったが、本調査では全て管理基準値を

満足した（二酸化炭素濃度については、1 日

の平均値が管理基準値を満足すればよいこと

になっている）。ここでは、代表週の二酸化炭

素濃度経時変化特性の測定結果について述べ

る。 
 図 2-1-1-9 に中央方式空調を有する T05 ビ

ル 4 階の 1 週間の CO2濃度と温度の測定結果

を示す。図中の赤色で塗りつぶされている日

は休日（土日）で、緑色で塗りつぶされてい

る時間帯（9:00~18:00）は執務時間帯を示し

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 図 1-2-9 から、始業時から CO2濃度が上昇

し、およそ 900ppm に達したときに換気量が

多くなり、室内 CO2濃度が 900ppm 超えない

ように制御されていることが確認された。筆

者らは年 4 回の立ち入り測定を行っており、

立ち入り測定時の在室者 90 名の条件で、一人

当たりの CO2発生量を 20L/h、室有効容積率

90%と仮定すると、図 2-1-1-9 の濃度の上昇値

からフィッティング法 1）を用いて算出した換

気回数は 1.4～2.0 回/h、換気量は 4300～
6200m3/h（48～69m3/(h･人)）であることが明

らかになった。なお、この換気量は設計外気

量の 5100 m3/h（西側 3100 m3/h、東側 2000 m3/h）
と同程度であった。 
また、8:30 頃には AHU の立ち上がりに伴

い室温が徐々に低下し、就業時間帯に室内温

度が設定温度の 25.5℃を中心とした±0.5℃の

範囲内によく制御されていることが確認され

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 2-1-1-9  温度・CO2濃度の経時変化（T05，4 階） 
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  図 2-1-1-10 に T05 ビルの 5 階における同時

期の測定結果を示す。CO2 濃度については前

述した 4 階と同様に、始業時から上昇してい

たが、室内濃度およそ 900ppm を超えないよ

うに制御されていた。また、日によって室内

CO2 濃度は 800ppm を超えないようになって

いた。本建物の CO2制御センサーが空調機械

室内の空調機直近の還気ダクト内に設置され

ており、また、毎年 1 回センサーの精度を確

認していることから、上記の室内濃度が制御

設定濃度の 900ppm を下回る場合は室内濃度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
測定センサーの近傍に在室者が少なかった可

能性が示唆された。また、CO2 濃度の測定値

から求めた換気回数は 1.5-1.9 回/h（換気量：

4600～5900 m3/h）であり（在室率 50%との仮

定で 2））、設計換気量と同程度であった。 
一方、室内温度は 26～27℃の範囲で変動し

ていた。 
図 2-1-1-11 に個別方式空調を有する T18 ビ

ル山側執務室のCO2濃度と温度の測定結果を

示す。当該ビルは室内 CO2濃度が 1000ppm を

超えないようによく制御されていることが分

図 2-1-1-10  温度・CO2濃度の経時変化（T05，5 階） 
 

図 2-1-1-11  温度・CO2濃度の経時変化（T18，山側） 
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かった。一方、室内温度については 27℃を超

えないように制御されているが、始業時から

のCO2濃度の上昇に伴い温度も上昇していた。

このビルの外気取り入れが全熱交換器を介し

て（外気冷房時では、バイパスで生外気を導

入している）導入されており、前述した T05
ビルのような空調機を介しての導入ではない

ため、外気の導入が室内の温度上昇に繋がっ

たものと考えられる。 
また、CO2 濃度の測定値から求めた換気回

数は 1.2-1.8 回/h（換気量：2320～3480m3/h、
36～54m3/(h･人)）であり、十分な外気が取り

入れられていた。 
  CO2 濃度が低いのは制御方法と一人当たり

の床面積、すなわち一人当たりの気積が大き

いことが寄与している。前述した T05 ビルの

4 階と T18 ビルの山側において年 4 回の立ち

入り測定を行った。2015 年 10 月 20 日に行っ

た測定時のそれぞれの在室者数 90 名と 65 名

を用いると、一人当たりの占有面積はそれぞ

れ 10.2m2/人と 9.9m2/人になり、オフィスビル

の設計値 5m2/人の倍になる。なお、東京都の

調査の結果でもオフィスビルの一人当たりの

占有面積は 10m2 になっており、本研究の調

査対象と同様である。 
T-05 ビル 4 階と T18 ビルの山側室内の CO2

濃度制御センサーの設定値をそれぞれ

900ppm と 1000ppm とし、外気濃度を 450ppm
と仮定すると一人当たりの必要外気量はそれ

ぞれ 44m3/h と 36m3/h になる。前述したフィ

ッティング法による計算結果では、T05とT18
の外気導入量は 4300 ～ 6200m3/h （ 48 ～

69m3/(h･人)）と 2320～3480m3/h（36～54m3/(h･
人)）であり、十分な外気が取り入れられてい

ることが明らかになった。 
 
C.4 PMV（総合温冷感） 
 PMV（predicted mean vote）は平均予測

申告値であり、環境 4 要素（温度、相対湿度、

気流速度、平均放射温度）と人間側の 2 要素

（着衣量と活動量）の計 6 要素から構成され

る指標であり、温熱快適性の指標として国際

規格 ISO7730 に採用されている。一般に PMV
値は下記の 5 段階で評価されている。 

 

 

 
上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-1-12 季節別 PMV の変化（T18 山側） 
 

 

 

 

上：秋季（11 月）；中：冬季（2 月）；下：夏季（7 月） 

図 2-1-1-13 季節別 PMV の変化（T05 5 階） 
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 +2：暖かい（Worm） 
 +1：やや暖かい（Slightly worm） 
  0：中立（Neutral） 
 -1：やや涼しい（Slightly cool） 
 -2：涼しい（Cool） 
 ここでは、温度、相対湿度、MRT（グロー

ブ温度より算出）の測定値と、Met 値（1.2）
と Clo 値（0.8）の設定値を用いて PMV を算

出した。なお、気流速度を測定していなかっ

たため、速度0.1m/sと0.5m/sの条件を用いた。

すなわち、実際の PMV 値は風速 0.1m/s と
0.5m/s の間にあると推測できる。 
 図 2-1-1-12 に例として、T18（山側）の秋

季・冬季・夏季の代表週の PMV の経時変化

を示す。図中の赤色塗りつぶしている日は休

日、緑色で塗りつぶしている箇所は執務時間

帯を示す。秋季では、日によって異なるが、

PMV 値は空調の立ち上がり時の-0.5~+0.5 か

ら上昇し、執務時間帯では 0~+1 の範囲にあ

り、概ね良好であった（予測不快者率 PPD：

20％以下）。冬期では、執務時間帯の PMV 値

は-0.5~+0.5 の範囲にあり、PPD は 10％以下

であった。夏季では、執務時間帯の PMV 値

は+1~+1.5 の範囲にあり、PPD は 30％から

40％強であり、室内温度が 27℃と高めに設定

されていることが一因であると考えられる。 
 一方、夏季の室内温度が高く測定された

T-05（図 2-1-1-1）の夏季の執務時間帯の PMV
値は T-18 と同じく+1~+1.5 の範囲にあった

（図 2-1-1-13）。 
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2-1-2  生菌 
（1）浮遊細菌 
 図 2-1-2-1 に冬季の浮遊細菌濃度を示す。全

てが日本建築学会 AIJES-2013-A02 の管理規

準である 500cfu/m3を満足する結果となった

が、T-18①、T-19 2F の浮遊細菌濃度がおよそ

450cfu/m3と他の測定対象の2倍以上の高い値

となった。そのため、2016 年冬季に追跡調査

を行った。その結果、加湿水中の細菌は

3~8×104cfu/mℓ、加湿器近傍と室中央の空中の

浮遊菌濃度はそれぞれ 2305cfu/ m3と

160cfu/m3であり、加湿水中で増殖した細菌が

室内空中に飛散したことが確認された。 
当該ビル使用した加湿器は床置き方の超音波

加湿器で、毎日終業後換水し、翌朝加湿器の

電源を入れるとのことであるが、一晩で加湿

水中の遊離塩素が亡くなり、細菌が増殖した

結果に繋がったと考えられる。 
 図2-1-2-2に冬季の浮遊細菌濃度の I/O比を

示す。図中塗りつぶしているのは個別方式空

調を表している。上記の T-18①は室内汚染源

があるため、I/O 比が 9.6 であり、顕著に高か

った。ほかの 22 箇所中 I/０以上になったのは

11 箇所であった。また、空調方式別について

みると、中央方式は 15 箇所中 6 箇所（40％）、

個別方式は 8 箇所中 6 箇所（75％）の I/O 比

が 1 以上であった。個別方式では、外気の侵

入量は比較的多いことが I/O 比の上昇に寄与

したものと考えられる。 
 図 2-1-2-3 に夏季の浮遊細菌濃度を示す。全

ての測定対象は AIJES-2013-A02 の管理規準

値を満足した。また、O-04 の浮遊細菌濃度が

およそ 350cfu/m3 と他の測定個所と比較して

高い結果となった。 
 図2-1-2-4に冬季の浮遊細菌濃度の I/O比を

示す。前述した冬季と同様に、図中塗りつぶ

しているのは個別方式空調を表している。上

記の O-04 の I/O 比が 14 であり、最も高かっ

た。ほかの 22 箇所中 I/０以上になったのは

14 箇所であった。また、空調方式別について

みると、中央方式は 15 箇所中 9 箇所（60％）、

個別方式は冬季と同じように 8 箇所中 6 箇所

（75％）の I/O 比が 1 以上であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-1-2-1 浮遊細菌濃度（2015 年度冬季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1-2-2 浮遊細菌濃度 I/O 比 
（2015 年度冬季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-1-2-3 浮遊細菌濃度（2016 年度夏季） 

 
（2）浮遊真菌 
 図 2-1-2-5 に冬季の浮遊真菌濃度を示す。

T-06 の室内（IA）と O-05 の 3F の室内（IA）

を除いた全ての対象室の室内と給気が日本建

築学会 AIJES-2013-A02 の管理規準である

50cfu/m3を満足する結果となった。ヨーロッ

パのあるワーキンググループ（EC Concerted 
Action 613）は、下記の提案をしている。O-05
の 3F の室内 Aspergillus  sp.の濃度は

562cfu/m3、その I/O 比も 10 以上になっている
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ことから（図 2-1-2-6）、更なる調査が必要で

ある。 
・病原性真菌（Aspergillus fumigatus など）、毒

素生産する真菌（Stachybotrys atra、toxigenic 
Aspergillus、Penicillium spp.、Fusarium spp.)
の存在は好ましくない。 

・Cladosporium spp. または Alternaria spp.以外

に１種類の真菌が 50cfu/m3 以上であれば、

更なる調査が必要。 
図 2-1-2-7 に夏季の浮遊真菌濃度を示す。T-06
の室内、T-18②の室内、O-05 の室内（IA-5）、
O-08 全ての室内の浮遊真菌濃度は 50cfu/m3

を超えたが、I/O 比の全てが 1 以下になって

おり、外気の影響を受けたものと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1-2-4 浮遊細菌濃度 I/O 比 
（2016 年度夏季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-1-2-5 浮遊真菌濃度（2015 年度冬季） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1-2-6 浮遊真菌濃度 I/O 比 
（2015 年度冬季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2-1-2-7 浮遊真菌濃度（2016 年度夏季） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1-2-8 浮遊真菌濃度 I/O 比 
（2016 年度夏季） 
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2-1-3 細菌叢（マイクロバイオーム） 
（1）背景 
環境マイクロバイオームに関しては、この

数年国際学会などでの発表が見られるように

なった。1980~1990 年代では、ターゲット細

菌の DNA 解析が報告され、建築物内のマイ

クロバイオームの研究は 1995~2000 年代に行

われていた。筆者らが 2009 年にアメリカシラ

キュスで開かれた Healthy Building 国際会議

で関連研究発表を聴講したことは記憶に新し

い。2010 年から次世代シークエンサーによる

解析結果報告が見られるようになった。 
国内では、環境微生物の DNA 解析につい

て四元ら３）、柳ら４）が建築環境中の調査結果

を報告している。これは培養した微生物から

分離された生菌であり、マイクロバイオーム

解析までには至っていない。いわゆるメタゲ

ノム（Metagenome）解析は、培養のプロセス

を経ずに、環境サンプルから直接に回収した

DNA を解析するもので、99%以上培養できな

いとされている微生物のDNAも解読できる。 
 
（2）方法 
本研究では、前記の生菌測定（培地法によ

る細菌と真菌の測定）と同時に細菌叢の測定

も 行 っ た 。  測 定 に は ， S 社 の Air 
Check:XR5000 と PTFE0.3 Filter を使用した。

Air Check は，空気サンプルを吸引するエアポ

ンプである。本研究での測定の際には，3ℓ/min
で1時間測定しサンプリング量を180ℓとした。 
 解析方法は下記の通りである。 
① フィルターより各サンプルのバクテリア

の DNA を抽出する。 
② Nucleo Spin 740952.50 の説明通りに①で

抽出したサンプルより DNA を精製する。（キ

ットには Necleo Spin Tissue を使用する） 
この後の作業は，2015年と2016年で異なる。 
・2015 年 
③ 次世代シーケンサーにかけるための前処

理として 16SrRNA Amplification Protocol 
version4_13 の行程通りに行った。 
④ Thermal CyclerにかけDNAを増幅させる。 
⑤ T 社にて次世代シーケンサーによる解読 
・2016 年 

③ サンプル中の DNA 濃度を増やすために、

次世代シーケンサーにかけるための前処理と

して Nested PCR(2 段階 PCR)を行った。 
④ Nested PCR の後，ラベリングをするため

に，再度 PCR にかけた。 
⑤ ラベリングの後，サンプルに混ざっている

阻害要因となる物質を取り除くためビーズ精

製を行った。 
⑥ F 社にて，次世代シーケンサーによる解読 
 
（3）結果 
 ① 検出された細菌 
 表 2-1-3-1 に 2015 年秋期，2016 年冬期・夏

期において，室内，屋外，両方から検出され

た細菌の門，綱，目，科，属の数をそれぞれ

示す。ここでは 1%の割合を占める細菌を対

象とした。図 2-1-3-1 に 2016 年冬季と夏季に

検出された細菌属とその割合を示す。 
 

表 2-1-3-1 検出された細菌 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
検出された割合の高かった細菌の主な特徴

は下記に示す通りである。なお、2015 年秋期

では Lactobacillus spp が，2016 年冬期・夏期

では Staphylococcus spp.が，それぞれ最も高い

割合で検出された。 
・Corynebacterium spp.(コリネバクテリウム

属)：好気性または通性嫌気性の桿菌，短桿菌

であり，ヒトの皮膚に存在する種もあり，日

和見感染菌を有する種を含む。 
・Staphylococcus spp.(ブドウ球菌属)：ヒトか

ら分離されることの多い通性嫌気性球菌であ

り，黄色ブドウ球菌などヒトに対して病原性

を有する種を含む。 
 

門 綱 目 科 属

室内 2 5 7 29 44

屋外 1 2 5 15 21

両方 5 10 20 23 26

合計 8 17 32 67 91

室内 3 8 13 26 36

屋外 1 5 9 21 24

両方 10 17 24 31 28

合計 14 30 46 78 88

2015年秋季

2016年冬季・夏季
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

T06IA151222

T06OA151222

T17IA151222

T17OA151222

T19IA151222

T19OA151222

O08IA160223

O08OA160223

O03IA160224

O03OA160224

O05IA160224

O05OA160224

T05IA160802

T05OA160802

T18IA160802

T18OA160802

T17IA160803

T17OA160803

T19IA160803

T19OA160803

O03IA160808

O03OA160808

O02IA160809

O02OA160809

O05IA160809

O05OA160809

O08IA160809

O08OA160809

Ellin6075;Other Corynebacterium Dermacoccus Dietzia Geodermatophilaceae;Other

Microbacterium Kocuria Micrococcus Rothia Nocardioidaceae;Unknown

Pseudonocardia Williamsia Prevotella [Prevotella] Cyclobacteriaceae;Unknown

Adhaeribacter Spirosoma Flavobacteriaceae;Unknown Capnocytophaga Flavobacterium

[Weeksellaceae];Unknown Chryseobacterium Elizabethkingia Rhodothermaceae;Unknown Rubricoccus

Chitinophagaceae;Unknown Flavisolibacter Calothrix Xenococcaceae;Unknown Bacillus

Marinibacillus Staphylococcus Thermicanus Gemellaceae;Unknown Lactobacillus

Streptococcus Lachnospiraceae;Unknown Veillonella Anaerococcus PSB-M-3

Fusobacterium Leptotrichia Gemmata Caulobacteraceae;Unknown Bradyrhizobiaceae;Unknown

Ochrobactrum Hyphomicrobiaceae;Unknown Hyphomicrobium Methylobacteriaceae;Unknown Methylobacterium

Methylocystaceae;Unknown Rhizobiaceae;Other Afifella Rhodobacteraceae;Other Paracoccus

Rubellimicrobium Skermanella mitochondria;Other Erythrobacteraceae;Unknown Sphingomonadaceae;Unknown

Kaistobacter Novosphingobium Sphingobium Sphingomonas Sphingopyxis

Lautropia Comamonadaceae;Unknown Comamonas Hydrogenophaga Oxalobacteraceae;Other

Neisseria Bacteriovoracaceae;Unknown Bdellovibrio Campylobacter Citrobacter

Rickettsiella Aggregatibacter Haemophilus Acinetobacter Enhydrobacter

Psychrobacter Pseudomonadaceae;Unknown Pseudomonas Nevskia Lysobacter

Stenotrophomonas Mycoplasma Deinococcus

図 2-1-3-1 検出された細菌属とその割合 
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・Lactobacillus spp.(ラクトバシラス属)：いわ

ゆる乳酸菌であり，発酵食品に使用され，ヒ

トの腸内にも存在する。通性嫌気性桿菌であ

る。 
・Sphingomonas spp.(スフィンゴモナス属)：好

気性桿菌であり，水中や土壌などいたるとこ

ろに生息する。日和見感染菌を有する種を含

む。 
・Acinetobacter spp.(アシネトバクター属)：好

気性短桿菌であり，自然界に広く分布する。

日和見感染菌を有する種を含む。 
・Pseudomonas spp.(シェードモナス属)：好気

性桿菌であり，自然界に広く分布する。緑膿

菌という日和見感染菌を有する種を含む。 
 検出された属の生育特性，発生源，病原性，

菌種を図 2-1-3-2，図 2-1-3-3，図 2-1-3-4，図

2-1-3-5 にそれぞれ示す。 
また，2016 年冬期・夏期の解析では種まで

解析された細菌もあり，それらの中にヒトに

対して病原性有する種も検出された。 
今回の測定で検出されたヒトに対して病原性

を有する種とその病原性を表 2-1-3-2 に示す。

ヒトに対して病原性を有する種が検出された

のは，全て夏期のサンプルであった。また，

多くがヒトの口腔等の常在菌であり，特に乳

幼児や高齢者等の免疫力の低いヒトに対して

感染症を引き起こす日和見感染菌であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 2-1-3-2 検出された病原性を有する菌種 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種（species） 病原性 検出場所

Elizabethkingia
meningoseptica

主に新生児に高い致死率で髄膜
炎を引き起こす菌として知られ
ている。人から人への感染は一
般的に起きないとされている。

東京18夏期屋外
東京17夏期室内
東京19夏期屋外
大阪05夏期室内

Haemophilus
influenzae

乳幼児の敗血症や髄膜炎、急性
喉頭蓋炎などの侵襲性感染症の
起因菌となることが多い。

東京19夏期室内

Haemophilus
parainfluenzae

頻度は少ないが喉頭蓋炎，髄膜
炎，感染性関節炎，咽頭炎など
の起因菌となる。

東京19夏期室内

Prevotella
nigrescens

慢性歯周病、急性壊死性潰瘍性
歯肉炎、妊娠時における歯肉炎
および根尖性歯周炎など口腔領
域の感染症の起因菌となる。

東京19夏期室内

Rothia
mucilaginosa

易感染性宿主においてまれに菌
血症、髄膜炎、肺炎などの感染
症の起因菌となる。

東京19夏期室内

Veillonella
parvula

混合感染(同時に2種類以上の病原
菌に感染すること)により、日和
見感染を引き起こす。

東京19夏期室内

嫌気性 15

通性嫌気
性 13

偏性嫌
気性 3

好気性 48

偏性好
気性 4

偏性寄
生性 1

不明 20

図2-1-3.1生育特性図 2-1-3-2 生育特定 

土壌菌 45

水生菌 42

植物由来
10

ヒト由来 31

その他動
物 13

不明 11

図2-1-3.2 発生源図 2-1-3-3 発生源 

病原菌 30

日和見感染
菌 22

植物病…
なし 7

不明 45

図2-1-3.3 病原性図 2-1-3-4 病原性 

桿菌 53

短桿菌 9
球桿菌 3

球菌 18

らせん菌
3 不明

16

図2-1-3.4 形状図 2-1-3-5 形状 
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2-1-4 化学物質 
A. 研究目的 
 建築物における室内化学物質については，

建築物環境管理基準においてホルムアルデヒ

ドの基準値が，100 µg/m3とある。厚生労働省

によりその他の化学物質の指針値が定められ

ているが，特には建築物衛生法においては基

準値とはなっていない。現状では特定建築物

では，建築物衛生法により二酸化炭素濃度を

基準とすることで，適切な換気が行われてい

ることから，また室内の発生源が住宅ほど多

くないことから，化学物質濃度としては低い

値となっていることが考えられる。そこで，

事務所建築物における化学物質濃度の現状を

把握するため，厚生労働省の指針値に示され

ている物質を中心に実測調査を行った。 
 
B. 研究方法 
B.1 調査対象 
 対象とした建築物は，前述のとおり事務所

となっている。2015 年夏期から，2016 年秋期

までに，各建築物において，夏期，中間期，

冬期及び翌年の開始季節の計 4 回の測定を行

った。 
B.2 調査方法 
 化学物質として，ホルムアルデヒド，アセ

トアルデヒドなどのカルボニル化合物につい

ては，DNPH カートリッジを用い，1 L/min
で計 30 L の捕集を行い，HPLC により定量分

析を行った。トルエンなどVOCについては，

Tenax 捕集剤を用いて捕集し，GC/MS により

分析を行った。捕集時間は両者とも 30 分であ

り，参考まで外気の捕集も行った。なお，

TVOC の算出には，ヘキサンからヘキサデカ

ンに検出したピークをトルエン換算して算出

した。 
 
C. 研究結果及び考察 
 各測定点における各化学物質の最小，平均，

最大値について，表 2-1-4-1 に示す。ホルムア

ルデヒドの基準値及びその他の厚生労働省に

よる指針値，TVOC の暫定目標値を上回るこ

とはなく，十分に低い値となっていた。 
 

 
表 2-1-4-1 化学物質濃度の概要[µg/m3] 

 

 
D. まとめ 
 今回の実測においては，季節に関わらず何

の建築物においてもホルムアルデヒドの基準

値及び厚生労働省の室内化学物質指針値，

TVOC 暫定目標値を上回る建物はなかった。 
 
2-1-5 室内 PM2.5 
A. 研究目的 
 浮遊粒子に関する建築物室内の基準は，建

築物衛生法で 10 µm以下の粒子を対象として

0.15 mg/m3 以下と設定されている。一方，大

気環境では PM2.5を対象として 1 年平均が 15 
µg/m3以下，1 日平均が 35 µg/m3と設定されて

いるが，建築物室内の PM2.5 に関する基準は

ない。粒子は粒径毎に挙動が異なるため，粒

径分布を考慮して検討することが重要である。

そこで本研究では，事務所建築物における室

内 PM2.5 の実態を明らかにし，特に空調方式

による室内 PM2.5 及び粒径別粒子の特徴につ

いて検討する。 
 
B. 研究方法 
B.1 調査対象 
 対象とした建築物は，前述のとおり事務所

となっている。2015 年夏期から，2016 年秋期

までに，各建築物において，夏期，中間期，

冬期及び翌年の開始季節の計 4 回の測定を行

った。なお，T-20~T-23 は，上述とは追加で測

定を行った物件である。 
B.2 調査方法 
 PM2.5の測定には，多くの既往の研究におい

て用いられている可搬型の PM2.5 計（TSI 

Min. Mean Max.
ホルムアルデヒド 4.7 15.2 32.9
アセトアルデヒド 2.2 10.0 23.8

ベンゼン 0.4 1.1 2.3
トルエン 0.9 13.5 57.7

エチルベンゼン 1.0 4.7 21.4
キシレン 0.5 5.9 19.0
スチレン 1.6 2.7 4.4

p-ジクロロベンゼン 0.7 4.2 35.3
テトラデカン 0.5 2.5 20.8

TVOC 5.9 110.7 351.0
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DustTrak DRX 8533）を用いることとした。こ

の装置は，光散乱法を用いており，1 分毎の

濃度を記録するものである。ただし，粒子の

性状によりこの機器が表示する濃度と実際の

質量濃度は異なることが知られており，換算

係数を乗じて濃度とするのが一般的である。

本研究においては，この係数を 大気で通常用

いられている 0.38 として表示する。測定につ

いては，各対象部屋において 30 分程度の計測

を行った。また，PM2.5濃度の測定と並行して，

浮遊粒子の粒径分布の特性を把握するため，

粒径 0.3 µm 以上の粒子をパーティクルカウ

ンタ（リオン，KR-12A）により粒径別粒子の

個数濃度測定を行った。更には，超微粒子の

粒径別個数濃度（粒径約 800 nm 以下）につ

いても，可搬型粒径分布測定器（日本カノマ

ックス，PAMS）を用いて計測した。 
 
C. 研究結果及び考察 
図 2-1-5-1に各室内におけるPM2.5濃度の測

定結果，及び室内と外気濃度の比を表す I/O
比を示す。同一建物において複数箇所を計測

している測定点では，概ね同様の濃度となっ

ていたため，平均値として示す。今回の測定

 
図 2-1-5-1 各建築物の PM2.5濃度と I/O 比 

 
図 2-1-5-2 各建築物の PM2.5濃度と I/O 比（T18,T19, O08 のデータを除いたもの） 

 

図 2-1-5-3 パーティクルカウンタによる浮遊微粒子の I/O 比 
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箇所においては，冬期の T18，T19 及び O08
を除いて PM2.5濃度が 0.002〜0.03 mg/m3程度

となり，大気の基準値の「1 日平均値が 35 μ
g/m3以下」を下回る結果となった。T18，T19
及び O08 については，卓上の超音波式の加湿

器を使用しており，そのため測定器に影響を

与えたものと考えられる。図 2-1-5-2 にはこれ

らの卓上加湿器を使用している物件を除いた

PM2.5濃度及び I/O 比を示す。大気基準の年平

均値の 15 μg/m3 を超過する建物があった。

I/O 比については，0.1 から 1 を超過する値と

なった。O05 については，居住者の多さから，

室内での発生量が多いこと，O08 については，

個別空調建物であり，全熱交換換気扇のエア

フィルタの透過率が大きいことによるものと

考えられる。一方，I/O 比の低い T05，T17，
O06， O03 については，中央方式であった。 

以上のように，室内PM2.5濃度については，

室内での発生源がある場合，また外気からの

侵入により，その濃度が高くなる可能性があ

る。特に建物により濃度，I/O 比が建物によ

り同様の傾向を示していることから，外気か

らの侵入，外調機等の特性によるものが考え

られる。 
図 2-1-5-3 には，各計測点における粒径 0.3 

µm以上及び 2 µm以上の粒径別個数濃度によ

る I/O 比を示す。PM2.5の I/O 比の傾向と同様

に，O05 及び O08，また 2016 年夏期の T05
が高くなっていた。また粒径 2 µm 以上と粒

径 0.3 µm 以上では，粒径 0.3 µm 以上の方が

高い値となることが多かった。エアフィルタ

の捕集効率は粒子の粒径によって大きく異な

り，粒径 0.3 µm 前後においてはフィルタの最

大透過粒径となるので，特に個別方式におい

ては，この粒径範囲の外気の侵入が多いこと

が考えられる。室内における粉じんの粒径別

質量濃度分布は，微小粒径側での粒径 0.2-0.3 
µm 付近にピークが存在することが確認され

ており，この主ピークが PM2.5 を占めている

ことから，この粒径範囲を除去することが室

内PM2.5の制御には重要となってくる。一方，

粒径 2 µm 以上の方が高い値となっていたと

ころは，人員由来の発生源が多いことから，

室内での発生によるものと考えられる。 

今回対象とした建築物の空調方式として，

中央方式と個別方式に分類している。主に中

央方式は空調機に中性能フィルタを用いてい

るのに対し，個別方式は粗じんフィルタのみ

であることが多い。図 2-1-5-4 は，PM2.5濃度，

粒径 0.3 µm 以上，2.0 µm 以上の個数濃度の

I/O 比を，空調方式別に示したものである。

なお，卓上加湿器を使用していた物件の冬期

のデータについては，この統計値には考慮し

ていない。各項目値について，個別空調方式

の方が中央式よりも I/O 比が高くなっており，

空調機，即ちエアフィルタによる外気処理の

影響を受けていることが示唆される。 
さらに，超微粒子を含む粒径別の個数濃度

から，空調方式を中央方式と個別空調方式に

分類し，粒径別に I/O 比の平均値を示したも

のを図 2-1-5-5 に示す。図より，個別空調方式

の方が粒径別 I/O 比がほぼすべての粒径に対

して高いという結果が得られた。これは，主

に個別空調方式では，空調機内に粗じんフィ

ルタのみであることが多いのに対して、中央

方式では，粗じんフィルタに中性能フィルタ

を追加しているため，このような差が得られ

たと考えられる。 
 

 
       PM2.5    0.3μm～    0.2μm～ 

 
図 2-1-5-4 空調方式別の浮遊微粒子の I/O 比 
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図 2-1-5-5 空調方式毎の粒径別 I/O 比 

 
D. まとめ 
 室内 PM2.5濃度の測定の結果，0.002〜0.03 
mg/m3程度となり，大気の基準である「1 日

平均値が 35 μg/m3以下」は下回った。また，

I/O 比については，同一建物内の濃度は概ね

同様の値を示しており，室内での発生源のほ

か，空調方式の種類より検討することで，外

気からの侵入する微粒子を処理する空調機

（フィルタ）の特性が関係しているものと考

えられた。 
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2-1-6 エンドトキシン（細菌） 
A. 研究目的 
 エンドトキシン（Endotoxin、以下 ET）は

微生物（グラム陰性菌）の細胞壁成分であり、

細胞壁の破壊により放出される。ET は内毒素、

リポ多糖（LPS）、外因性発熱物質（Exogenous 
pyrogen）とも知られる。微生物の中でも真菌

及び陽性グラム群生物を除く陰性グラム群生

物に限定され、グラム陰性菌には大腸菌、サ

ルモネラ、腸内細菌科、ヘリコバクター、レ

ジオネラなど真正細菌の大部分が属するため、

実質的に ET は水、空気、土壌などあらゆる

生活環境に存在する。 
 特に大腸菌は微生物汚染でよく言及される

細菌であり、空気感染するレジオネラは建

築・設備分野で関心の高い細菌でもある。 
 生活周辺でも水・食品などの細菌基準は厳

格に管理されているが、室内環境における微

生物（カビ・細菌）濃度に関しては学会規準
11)があるものの社会的効力を持つ指針や基準

は未だに定まっていない。微生物は培養法が

基本となるため、結果導出までは時間を要し、

捕集から培養・同定に至るまでの誤差も大き

いことに加え、濃度と健康影響との関係がは

っきりしていないことがその原因と考えられ

る。 
 微生物汚染度の同定のために ATP
（adenosine triphosphate；アデノシン三リン酸）

法や個数濃度測定機なども紹介されているが

まだ確立した方法とは言えず、最近は PCR 法

を用いた DNA 解析など先端技術も導入され

つつある。分野、目標とする結果、費用や現

場適用など目的によって何を選ぶかが決まる

が、例えば換気指標の CO2 濃度や化学物質汚

染指標の TVOC のように、微生物に関しても

そのような指標の存在は室内環境における汚

染状況や環境改善の面で大変有意義であり、

空気中細菌濃度や汚染度の指標として ET 濃

度に着目している。 
 
B. 研究方法 
B.1 調査対象 
 対象とした建築物は，前述のとおりのオフ

ィスビルであり、2015 年夏期から，2016 年秋

期までに，各建築物において，夏期，中間期，

冬期及び翌年の開始季節の計 4 回の測定を行

った。H27 年度報告書で述べているが、フィ

ルター種類と保存液の干渉が確認されている

ため、本報ではそれらの干渉を完全に排除し

た、2016 年 8 月以降の夏期・秋期・冬期の測

定結果について報告する。 
 
B.2 調査方法 
B.2.1 空気サンプリング 
 図 2-1-6-1 に捕集用フィルター及び現場測

定風景を示す。空気試料として微生物の培地

吸引では 100L を用いることが多い。本研究

における ET サンプリングでは、直径 47mm
の MCE フィルター（Mixed Cellulose Ester 
Membrane Filter）に 100L（at 3.0L/min）を吸

引・捕集した。捕集したフィルターはγ線滅

菌試験管に保管、蒸留水（注射用水；ET フリ

ー）を添加し、ボルテックスミキサーで撹拌

した後、上澄み液を分注・分析した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-1-6-1 MCE フィルター及び測定風景 

 
B.2.2 濃度分析 
 分析装置として Toxinometer ET-5000（和光

純薬）を用いた。日本薬局方及び FDA 認証

分析法にはゲル化法・比濁法・比色法の 3 つ

があるが吸光比濁法は精度が高く定量しやす

い利点があり、1～0.001EU/mL の広範囲・高

感度で検出できるため環境中汚染程度を測定

するのに適合している。リムルステスト

（Limulus test）ではライセート（Limulus 
amebocyte lysate）試薬と反応させた ET のゲ

ル化に伴う濁度変化をカイネティック比濁法

で測定し、検量線に基づいて定量する。ET
濃度が高いとゲル化反応が速く、低いと遅く

なることを原理としている。 
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図 2-1-6-2 検量線例（4 点、8 倍稀釈） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゲル化に伴う透過光量比変化を計測し測定開

始から設定閾値（94.9％ at 37.0℃）に達する

までの時間（Tg：ゲル化時間）で ET 濃度が

決定される。定量のために、1.0、1/8、1/64、
1/512(=0.00195)EU/mL の 4 段階の濃度標準を

用いて検量線例を図 2-1-6-2 に示す。 
濃度単位としては、「EU/m3」：空気単位容積

当たり濃度を用いる。EUはEndotoxin Unit（ET
活性値）のことである。 

 
C. 研究結果及び考察 
 ET 濃度測定結果について，図 2-1-6-3 に東

京測定を、図 2-1-6-4 に大阪測定結果を示す。

棒グラフは ET 濃度であり、図中の●印は I/O
比である。また、表 2-1-6-1 に全季節における

統計値を示すが、冬期 1 施設のみ測定した結

果が高い値を示したため全体平均を引き上げ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2-1-6-3 東京地域オフィスの ET 測定結果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ていることから表 2-1-6-2 には冬期を除いた

測定結果を示す。また、表 2-1-6-3 には季節別

に纏めた結果を示す。 
 全体的に室内濃度は殆どが 0.5 EU/m3 未満

であり、1.0 EU/m3を超える測定点は 3 点のみ

であった。一方、外気濃度が室内濃度より高

い傾向を示している。 
 室内濃度で 1.0 EU/m3を大きく超えるオフ

ィスは T018 の冬期濃度であり、夏期は低濃

度であったことから冬期限定の汚染源が存在

すると推察される。 
 東京・大阪共に外気は夏期より秋期の平均

値が高いが一部測定点における高い濃度が全

体平均を引き上げているため、現段階では外

気濃度の季節による違いを述べることはでき

ない。 
 全季節平均では東京の室内濃度が 0.49  

ゲ
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化
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間
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 [ 

m
in

 ] 

濃度 [EU/mL] 

log(Tg) = -0.293115 log(C) + 1.11901 

    R = -0.9952 

図 2-1-6-4 大阪地域オフィスの ET 測定結果 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

T05 T06 T17 T18 T19 T19 T018

夏期 秋期 冬期

E
nd

ot
ox

in
 c

on
ce

nt
ra

tio
n 

E
U

/m
3  

] ●：I/O 比 
I/O

 ratio [-] 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

O-02 O-03 O-04 O-05 O-08 O-02 O-03 O-05 O-08

夏期 秋期

E
nd

ot
ox

in
 c

on
ce

nt
ra

tio
n 

E
U

/m
3  

] ●：I/O 比 

I/O
 ratio [-] 



- 33 - 
 

表 2-1-6-1 全季節における ET 濃度 
(16 測定、OA : 16、IA : 39) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU/m3 と外気と同じ値を、大阪は外気 0.36 
EU/m3に対して室内 0.15 EU/m3と低くなって

いる。全体的には室内 0.25 EU/m3、外気 0.41 
EU/m3と室内濃度が低い。冬期（T018）の測

定結果を除くと室内と外気濃度の差は更に広

がる。 
 オフィスでは I/O 比 1.0 もしくはそれ以下

が多く外気濃度より室内濃度が低い傾向を示

しているが、たまに高い I/O 比を示す場合が

あるため全体平均値としては I/O 比 1.2 とな

っている。冬期 T018 を除いても 1.0 と室内外

の比が同じ値となるが、これは外気に対する

室内濃度の比率を更に平均したため生じる数

値上の問題であり、外気に比べ室内濃度が高

い傾向を有していることを意味しているわけ

ではない。 
 細菌は室内に汚染源がない限り人間が主た

る発生源となるため室内濃度が高い事が予想

されるが、オフィスの在室密度が低いことに 
加え空調による濃度低減が原因と考えられる。 
 冬期の T018 測定結果では、外気濃度 0.49  

表 2-1-6-2 夏期及び秋期の ET 濃度 
(15 測定、OA : 15、IA : 37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1-6-5 加湿水の ET 濃度 
（加湿器 5 台から採取） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-1-6-6 水道水中 ET 濃度の変化 

Summer Autumn Winter Summer Autumn Winter Summer Autumn Winter
Mean 0.37 1.05 0.49 0.11 0.07 2.23 0.28 0.06 4.56
S.D. 0.07 - - 0.14 - - 0.32 - -

Mean 0.24 0.51 0.11 0.21 1.50 0.88
S.D. 0.19 0.46 0.12 0.32 2.14 1.33
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表 2-1-6-3 季節別 ET 濃度 
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Air
I/O

Max 1.05 0.41 0.9
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S.D. 0.34 0.23 1.8
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EU/m3 と室内濃度に比べて有意に低く、内部

汚染が疑われる。測定日に加湿器に入ってい

る水を採取し ET 濃度を測定した結果を図

2-1-6-5 に示す。 
 加湿器 5 台からの採取水は 25～42EU/mL
（平均 34.9EU/mL）と図 2-1-6-6 に示す水道水

の濃度に比べて高い。図 2-1-6-6 は水道水に対

する ET 濃度測定結果であり、蛇口から新し

く受けた水は最も綺麗な状態では4 EU/mL程

度で安定し高くても 20 EU/mL 以下になるこ

とが確認されている。また、同図では水を受

けて密封保管すると時間経過と共に指数関数

的に増加するのが分かる。これによると、加

湿水のET濃度は2日～3日程度保管した水と

等しい濃度となっている。T018 では、前日夕

方に加湿器の水を替え、翌日に加湿器を運転

していること、また加湿器内部に汚れがある

ことが原因と見られる。 
 

D. まとめ 
 オフィスにおける室内ET濃度は殆どが0.5 
EU/m3 未満であり、外気濃度が室内濃度より

高い傾向を示している。高齢者施設や一般住

宅では数～数十EU/m3を超える濃度も観察さ

れることからオフィス内濃度は低いと言える。

特定建築物におけるオフィス環境は在室密度

が低いことに加え、空調による換気とフィル

ターリングが濃度低減に寄与していると考え

られる。 
 1.0 EU/m3を超える測定点は 3 点、特に冬期

実測で室内濃度が 1.0 EU/m3 を大きく超える

施設が 1 件（測定点 2 点）あったが、同施設

における夏期結果は低濃度であったことから

冬期に限った汚染源が存在すると考えられる。

同時に採取した加湿水の ET 濃度測定結果か

ら新しい水道水より高い濃度が確認されたた

め水の管理により気を配る必要がある。 
 冬期 ET 濃度の上昇に関しては今後更に測

定を行い検証してゆく必要がある。 
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2-2  アンケート結果と環境要素の関係 
A. 研究目的 
 近年、建築物の多様化や省エネルギー対応

などより、建築物衛生法の管理基準に適合し

ない建築物が増加している 1),2)。また、微生物

や超微小粒子など建築物に関わる汚染要因も

変化してきており、監視方法や管理基準を含

めた環境衛生管理のあり方を検討する必要が

あると考えられる 3)。 
このような背景を踏まえ、本研究では、建

築物の管理者や利用者に対するアンケート調

査と室内環境の測定調査を実施し、建築物に

おける衛生的環境の維持管理の実態や、建築

物利用者の健康状態や職場環境等の実態を把

握する。そして、オフィス環境に起因すると

思われる健康障害の実態と職場環境との関連

性や、建築物利用者の健康や職場環境に影響

する可能性のある維持管理上の課題を明らか

にする。 
平成 25 年度までの厚生労働科学研究費に

よる調査では、２回（夏冬）の断面調査を実

施した。その結果、建物室内関連症状の有症

率は、1990 年代に調査された米国の大規模オ

フィスビルほどではないが、日本でも少なか

らず残っており、温湿度環境、薬品や不快臭、

ほこりや汚れ、騒音、居室の改装、温湿度や

二酸化炭素の建築物環境衛生管理基準に対す

る不適合との関係等の可能性が示唆された 4)。 
現在、建築物衛生法に基づく環境衛生管理

基準の測定及び点検は、６回／年実施するこ

ととなっている。事務所労働者の症状に関す

るリスク要因や、維持管理上の問題を明らか

にするためには、平成 25 年度までの調査で行

った２回の断面調査だけでは十分とは言えな

い。年間を通じた縦断調査が必要である。そ

こで、本調査では、調査事務所数を全国数地

点の数十件程度に絞ったうえで、２年間（２

ヶ月ごとに中間評価を実施）の前向き縦断調

査を実施する。そして、事務所に勤務する従

業員の症状に関するリスク要因と建築室内環

境における維持管理上の問題点について、よ

り高い科学的エビデンスを得る。なお、1999
年頃より、温湿度や二酸化炭素の建築物環境

衛生管理基準の不適合率が増加していること

から、相対湿度と二酸化炭素の健康等への影

響に関する近年のエビデンスの文献レビュー

を実施したので、その結果もあわせて報告す

る。 
本研究で得られた成果は、建築物における

衛生的環境を確保するうえで、今後の建築物

に必要な管理基準や監視方法等のあり方に関

する施策の立案に寄与するものである。 
 
B. 研究方法 
B.1 建築物利用者の職場環境と健康に関する

実態調査（縦断調査） 
B.1.1 研究デザイン 
自記式調査票 4)を調査対象の企業に配付し、

郵送にて回収を行った。建築物の管理者また

は事務所の責任者に対しては「建築物の維持

管理状況の調査」（管理者用調査）、事務所の

従業員に対しては「職場環境と健康の調査」

（従業員用調査）を実施した。管理者用調査

では、事務所及び事務所が入居する建築物の

維持管理状況などを質問する。従業員用調査

では、職場環境と健康状態などを質問した。

また、あわせて建築物環境衛生管理の空気環

境項目（温湿度、一酸化炭素、二酸化炭素、

浮遊粉じん）、揮発性有機化合物や粒子状物質

の気中濃度、真菌や細菌の気中濃度、気中や

ダスト中のエンドトキシンを測定した。 
調査票によるアンケートは 2 ヶ月に 1 回、

温湿度は連続測定、その他の項目は 4 ヶ月に

1 回の頻度で実施した。 
 
B.1.2 調査対象 
東京都と大阪市に所在する事務所用途の特

定建築物を調査対象とした。東京都の特定建

築物は多数なため、延床面積１万平方メート

ル以上の特定建築物を調査対象とした。 
調査対象の事務所を選定するにあたり、東

京都健康安全研究センタービル衛生検査係と

大阪市生活衛生課を通じた情報公開請求で得

た情報をもとに、実態調査依頼書を建築物管

理者に送付した。調査依頼は、大阪市 1543
施設、東京都 1582 施設であり、大阪市と東京

都に届け出されている全ての施設に調査依頼

書を郵送した。調査依頼書の発送は、平成 27
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年 1 月 20 日に実施した。そして、調査への協

力可能との回答が得られた事務所を訪問し、

調査に関する詳しい説明と調査への協力依頼

を個別に実施した。 
 
B.1.3 自記式調査票 
管理者用及び従業員調査票は、平成 23～25

年度の研究で使用した調査票 4)を簡略化して

使用した。従業員調査票は、米国環境保護庁
5)、米国国立労働安全衛生研究所 6)、欧州共同

研究 7)によるシックビルディング症候群（SBS）
の質問票を参照し、低湿度での VDU(visual 
display unit)作業、超微小粒子、微生物汚染な

どの近年懸念される諸問題や職業性ストレス
8)を考慮した調査票とした。従業員調査票は、

個人属性、職場環境、健康状態（23 症状、15
既往疾患歴）、職場の空気環境の状態、職業性

ストレスの状態などの質問で構成されている。 
 
B.2 温湿度と二酸化炭素の健康等への影響に

関する近年のエビデンス 
温湿度と二酸化炭素の環境衛生管理基準の

設定根拠に関しては、既報で報告済みである
9),10)。本調査では、相対湿度と二酸化炭素の

健康等への影響に関して近年の知見に関する

文献検索を行った。国立情報学研究所論文情

報ナビゲータ（CiNii）、独立行政法人科学技

術振興機構の J-Dream IIIによる科学技術関連

の文献検索（1975 年以降の文献を収載）、米

国国立医学図書館の Pubmed による医学関連

の文献検索（原則として 1950 年以降の文献を

収載）、インターネット検索によるホームペー

ジからの情報収集及び関連資料の入手、既存

の書籍および上記検索で入手した文献や資料

に掲載されている参考文献等を入手した。な

お、平成 27 年度にも本調査を実施し、その結

果を報告している。平成 28 年度は、平成 27
年度の報告以降の調査結果をとりまとめた。 
 
 
 
 
 
 

（倫理面での配慮） 
本研究のアンケート調査は、国立保健医療

科学院研究倫理審査委員会の承認（承認番号

NIPH-IBRA#12077、平成 26 年 10 月 16 日承

認）を得て実施した。 
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C. 研究結果および考察 
C.1 建築物利用者の職場環境と健康に関する

実態調査（縦断調査） 
C.1.1 調査実施および単純集計結果 
東京都と大阪市に所在する事務所用途の特定

建築物を対象に、東京都と大阪市の協力のも

と、大阪市 1543 施設、東京都 1582 施設の調

査依頼を行った。その結果、東京都 5 件、大

阪市 6 件の事務所から実態調査（調査フロア

ー数24、調査対象者数648名）の協力を得た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 27 年 6 月から順次、アンケート調査と室

内環境の測定調査を実施した。アンケート調

査への協力が得られたのは、483 名（男性

53.4%、女性 46.6%）であった。調査実施期間

の総配布数 4520 件に対し、平成 29 年 2 月 15
日時点での回収数は 1802 件（回収率 39.9%）

であり、無効回答の 2 件を除くと有効回答数

は 1800 件（回収率 39.8%）であった。以下、

平成 29 年 2 月 15 日時点におけるデータ集計

及び解析結果を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017
6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2

T017 1 ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎
O006 1 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎
O004 1 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎
T006 1 ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎
T005 1 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎
T018 2 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎
T019 2 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎
O008 4 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎
O003 3 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎
O005 5 ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎
O002 3 ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

建物
調査フロ
ア数

2015 2016

所在地 建物の用途 延床面積（㎡） 空調方式 喫煙対応
T017 東京都 事務所 50,000以上 中央方式 禁煙
O006 大阪市 事務所兼IT 10,000～50,000 中央・個別併用 禁煙
O004 大阪市 事務所 5,000～10,000 個別方式 分煙（別室）
T006 東京都 事務所兼展示場 10,000～50,000 中央・個別併用 分煙（別室）
T005 東京都 事務所 10,000～50,000 中央・個別併用 禁煙
T018 横浜市 事務所 10,000～50,000 個別方式 禁煙
T019 東京都 事務所 50,000以上 個別方式 禁煙
O008 大阪市 事務所 3,000～5,000 個別方式 禁煙
O003 大阪市 事務所 3,000～5,000 中央・個別併用 分煙（別室）
O005 大阪市 事務所 10,000～50,000 中央・個別併用 禁煙
O002 大阪市 事務所 5,000～10,000 個別方式 禁煙

表 2-2-1 調査実施時期 
 

○：アンケート配布、温熱環境・二酸化炭素濃度の連続測定 
◎：室内空気汚染物質の測定 
 

表 2-2-2 調査建物の概要 
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C.1.2 従業員の SBS 関連症状 

SBS 関連症状としては、毎週 1～3 日また

は毎日かほとんど症状を呈し、かつ職場を離

れると良くなると回答したものとした。SBS
関連症状は、より多くの諸症状をカバーして

おり、米国環境保護庁が使用している NIOSH
の 5 つの主症状を用いた。表 2-2-4 に米国 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPA 及び米国 NIOAH の基準による主症状

の有症率の経時変化を示す。全調査期間を通

じた有症率は、目の症状 23.1%、一般症状

20.1%、上気道症状 12.9%、下気道症状 1.4%、

皮膚症状 3.5%であった。いずれか 1 つ以上の

症状を有するものは、全期間を通じて 37.1%
であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男性 女性 合計

20代 11 (4.8%) 15 (7.2%) 26 (6.0%)

30代 34 (15.0%) 77 (37.0%) 111 (25.5%)

40代 81 (35.7%) 86 (41.3%) 167 (38.4%)

50代 81 (35.7%) 24 (11.5%) 105 (24.1%)

60代以上 20 (8.8%) 6 (2.9%) 26 (6.0%)

計 227 208 435

管理職 81 (31.6%) 26 (11.6%) 107 (22.3%)

専門職 31 (12.1%) 24 (10.7%) 55 (11.5%)

技術職 41 (16.0%) 22 (9.8%) 63 (13.1%)

営業職 22 (8.6%) 1 (0.4%) 23 (4.8%)

企画・事務職 75 (29.3%) 143 (63.8%) 218 (45.4%)

秘書・書記 0 (0.0%) 2 (0.9%) 2 (0.4%)

その他 6 (2.3%) 6 (2.7%) 12 (2.5%)

計 256 224 480

職業

項目

年齢

表 2-2-3 回答者の基本属性 
 

調査時期 フロア数 回答数 目の症状 一般症状 上気道
症状

下気道
症状

皮膚症状 全体

2015.6 24 22 28.6% 38.1% 28.6% 4.5% 4.5% 52.4%

2015.8 24 134 24.8% 19.5% 16.7% 0.7% 3.0% 42.1%

2015.1 24 349 23.9% 22.8% 12.0% 1.4% 4.0% 38.4%

2015.12 24 267 21.4% 20.2% 15.5% 1.5% 3.0% 36.1%

2016.2 24 264 25.1% 22.1% 13.4% 1.1% 3.8% 38.7%

2016.4 24 202 24.6% 19.5% 15.9% 1.0% 5.0% 39.5%

2016.6 24 207 23.6% 19.9% 9.9% 1.5% 4.3% 34.8%

2016.8 24 191 21.7% 15.9% 8.3% 1.6% 2.1% 34.5%

2016.1 24 127 19.0% 15.4% 10.0% 2.4% 1.6% 32.8%

2016.12 24 14 14.3% 7.1% 14.3% 0.0% 0.0% 21.4%

2017.2 24 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

全期間 24 1786 23.1% 20.1% 12.9% 1.4% 3.5% 37.1%

表 2-2-4 SBS 関連症状の有症率（NIOSH および USEPA のクライテリア） 
 

全体：いずれか１つ以上の症状を有する 
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C.1.3 空気環境結果（連続測定データの一部

のみ抜粋） 
各調査時期における温熱および二酸化炭素

濃度の測定結果を下図に示す。データの集計 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は、アンケート配布日の前後 5 日間の合計

11日間の就労時間帯（午前 9 時から午後 5時）

における連続測定データをもとに行った。 
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※ PMV 計算条件 
（ヒトが感じる温冷感の指標） 
 
・風速：0.1 m/s、0.5 m/s 
・着衣量：0.8 clo 
・代謝量：1.2 met 
・平均放射温度（MRT）＝グローブ温度+2.35√
風速（グローブ温度―室温） 
 
ISO7730 における PMV の推奨値は-0.5～0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kg/kg (DA) kg/kg (DA) 
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C.1.4 従業員の症状に関与する要因の解析 
職場環境に強い疑いのある SBS 関連症状

について、主症状に対して影響のある要因の

解析を行った。本調査では、反復測定による

縦断調査を実施したことや、SBS 関連症状に

影響する要因を解析することから、ロジステ

ィックリンクによる一般化線形混合モデル

（Generalized Linear Mixed Model: GLMM）に

よる解析を行った。また、反復測定による被

験者内変動には複合対称性の共分散構造を仮

定して解析を行った。なお、下気道症状と皮

膚症状は有症率が低いため解析から除外した。 
今年度の解析においては、各 SBS 関連症状

について、性別、年齢、喫煙、職種に関して

GLMM による単変量解析を実施し、その後因

子を追加した GLMM による多変量解析を実

施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モデルに投入した因子は、単変量解析で p 
< 0.2 であった基本属性因子と連続測定デー

タ（温度、湿度、二酸化炭素、PMV、加湿量、

絶対湿度）とし、今年度の解析は各因子の影

響のスクリーニングを目的とした。詳細な解

析は次年度以降に実施する。職場環境の主観

評価、職業性ストレス、空気質測定データ、

建物要因等の他の要因の影響や、これらの要

因の関連性等についても、次年度以降に継続

して詳細な解析を実施する。以下、目の症状、

一般症状、上気道症状の結果を示す。女性の

ほうが各 SBS 関連症状のオッズ比が高かっ

た。年齢では上気道症状で若い世代になるほ

どオッズが高かった。職種では企画・事務職

のオッズ比が目の症状と上気症状で高かった。

秘書/書記はデータ数が小さいため今後の解

析ではその他に含める予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目の症状 一般症状 上気道症状

4.07 (2.74-6.05)** 2.80 (1.92-4.08)** 3.96 (2.44-6.42)**

60代以上 0.73 (0.24-2.28) 0.42 (0.13-1.34) 0.48 (0.14-1.70)

50代 0.45 (0.19-1.02) 0.48 (0.22-1.05) 0.29 (0.12-0.74)**

40代 0.83 (0.39-1.78) 0.83 (0.40-1.69) 0.42 (0.18-0.98)*

30代 0.95 (0.43-2.12) 1.01 (0.48-2.12) 0.61 (0.26-1.45)

20代 Ref. Ref. Ref.

毎日 0.87 (0.50-1.52) 0.90 (0.52-1.55) 0.81 (0.41-1.58)

時々 0.46 (0.17-1.27) 1.12 (0.47-2.68) 0.59 (0.17-2.01)

過去あり 0.60 (0.38-0.94)* 0.76 (0.49-1.19) 0.86 (0.51-1.46)

なし Ref. Ref. Ref.

その他 2.24 (0.61-8.14) 2.97 (0.85-10.4) 4.41 (0.99-19.7)
秘 書 / 書
記

13.3 (1.22-144)* 1.45 (0.11-18.6) 112 (6.87-1856)**
企 画 / 事
務

2.36 (1.42-3.90)** 2.19 (1.35-3.56)** 4.87 (2.45-9.69)**

営業 0.53 (0.16-1.76) 0.78 (0.27-2.20) 1.84 (0.46-7.31)

技術 1.04 (0.54-2.04) 0.94 (0.49-1.83) 1.52 (0.61-3.79)

専門 1.27 (0.66-2.47) 1.07 (0.55-2.10) 1.17 (0.44-3.13)

管理 Ref. Ref. Ref.

性別（女性）

年齢1)

喫煙

職種

表 2-2-5 基本属性に関する単変量解析の結果 

※ 時間（調査期間）で調整、年齢は初回アンケート回答時、オッズ比（95%CI） 
* p < 0.05, ** p < 0.01 
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目の症状と一般症状ではこれらの因子で有

意な関係はみられなかった。上気道症状では

温度の低下、相対湿度の低下、絶対湿度の低

下との間に有意な関係があった。加湿量の増

加と上気道症状との間に有意な関係があった

が、相対湿度や絶対湿度と加湿量は反比例の

関係にあることから、本質的な原因は湿度の 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
低下と考えられた。冬期の相対湿度は建築物

環境衛生管理基準値の40%を下回るオフィス

が大半であったことから、冬期の湿度低下が

上気道症状のリスクを高めている原因となっ

ている可能性が考えられる。今後はこのこと

に関する詳細な解析を実施する。 
 
 
 
 
 
 

L単位 目の症状 一般症状 上気道症状

温度（期間平均値） 1℃ 1.07 (0.91-1.24) 0.98 (0.84-1.14) 0.85 (0.70-1.02)+

温度（日最大平均値） 1℃ 1.07 (0.92-1.25) 0.95 (0.82-1.11) 0.90 (0.74-1.09)

温度（日最小平均値） 1℃ 1.03 (0.92-1.15) 0.98 (0.88-1.10) 0.79 (0.65-0.96)*

温度（期間最大値） 1℃ 1.01 (0.89-1.15) 0.99 (0.88-1.13) 1.02 (0.86-1.21)

温度（期間最小値） 1℃ 1.05 (0.96-1.14) 0.96 (0.88-1.05) 0.88 (0.79-0.98)*

相対湿度（期間平均値） 10% 0.98 (0.84-1.15) 0.94 (0.80-1.10) 0.80 (0.65-0.98)*

相対湿度（日最大平均値） 10% 0.98 (0.83-1.15) 0.94 (0.80-1.10) 0.80 (0.66-0.99)*

相対湿度（日最小平均値） 10% 0.98 (0.84-1.15) 0.94 (0.80-1.10) 0.79 (0.65-0.96)*

相対湿度（期間最大値） 10% 0.98 (0.83-1.16) 0.96 (0.81-1.13) 0.87 (0.70-1.08)

相対湿度（期間最小値） 10% 1.00 (0.87-1.16) 0.95 (0.82-1.09) 0.80 (0.67-0.96)*

CO2（期間平均値） 100ppm 1.01 (0.85-1.20) 0.99 (0.83-1.17) 1.16 (0.94-1.44)

CO2（日最大平均値） 100ppm 1.00 (0.87-1.15) 0.99 (0.86-1.13) 1.12 (0.96-1.33)

CO2（期間最大値） 100ppm 0.99 (0.91-1.07) 0.98 (0.91-1.07) 1.06 (0.96-1.17)

PMV風速01（期間平均値） 0.1 1.03 (0.93-1.14) 0.96 (0.87-1.06) -

PMV風速01（日最大平均値） 0.1 1.04 (0.93-1.16) 0.96 (0.86-1.07) -

PMV風速01（期間最大値） 0.1 1.03 (0.92-1.15) 0.97 (0.87-1.08) -

PMV風速05（期間平均値） 0.1 1.03 (0.94-1.12) 0.97 (0.89-1.06) -

PMV風速05（日最大平均値） 0.1 1.03 (0.94-1.13) 0.97 (0.88-1.06) -

PMV風速05（期間最大値） 0.1 1.02 (0.93-1.13) 0.97 (0.89-1.07) -

加湿量（期間平均値） 0.001 1.02 (0.97-1.07) 1.04 (0.99-1.09) 1.07 (1.00-1.13)*

加湿量（日最大平均値） 0.001 1.02 (0.97-1.07) 1.04 (0.99-1.09) 1.07 (1.00-1.13)*

加湿量（期間最大値） 0.001 1.01 (0.96-1.07) 1.03 (0.98-1.09) 1.06 (0.99-1.13)

絶対湿度（期間平均値） 0.001 1.00 (0.93-1.07) 0.97 (0.91-1.04) 0.90 (0.83-0.98)*

絶対湿度（日最大平均値） 0.001 1.00 (0.93-1.06) 0.97 (0.91-1.04) 0.91 (0.84-0.99)*

絶対湿度（期間最大値） 0.001 0.99 (0.93-1.06) 0.98 (0.91-1.04) 0.95 (0.88-1.03)

表 2-2-6 室内空気質（連続測定データ）に関する多変量解析の結果 

※ 時間（調査期間）、性別、年齢、職種で調整（目の症状では喫煙を追加調整）、年齢は初回アン

ケート回答時、オッズ比（95%CI）、+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01、L 単位（Logistic 増加単

位） 
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C.2 温湿度と二酸化炭素の健康等への影響に

関する近年のエビデンス 
C.2.1 二酸化炭素 
低濃度の二酸化炭素による生体影響に関す

る平成 27 年度報告書以降の知見を以下に示

す。 
従来は 5000ppm 以下の二酸化炭素濃度で

は血中の二酸化炭素に影響はないと予測され

ていた。しかし最近の研究によると、500～
4000ppm の低濃度域でも血中の二酸化炭素分

圧は上昇し、その領域で心拍変動の変化（交

感神経刺激の上昇）と末梢血液循環の増加が

生じると報告されている（MacNaughton et al 
2016; Vehviläinen et al 2016）。 
このことは、600～5000ppm の他の研究で

も確認されており、1500ppm 以上数時間の曝

露では、600ppm に比べて血圧上昇や心拍数

の上昇が報告されている（Kaitar 2012）。 
自律神経系の機能障害は、認識システム等

の様々な健康への影響や、方策策定能力やワ

ーキングメモリの低下（Starcke et al 2012）に

関連するが、このような低濃度域における意

思決定能力の低下（Satish et al 2012）や認識

機能への影響（Allen et al 2016）が近年報告さ

れている。 
Allen らによると、環境条件（VOCs、換気、

二酸化炭素を強制導入等）を制御したオフィ

スで24名の男女を用いて6日間勤務で認識機

能に関するテストを行ったところ、VOCs と

二酸化炭素（対照群に比べて 945ppm 群と

1400ppm 群）はぞれぞれ独立した影響を示し

た（Allen et al 2016）。 
MacNaughton らによると、一般ビル（約

1000ppm）、2 種のグリーンビルのオフィスで

24名の男女を用いて2週間健康影響に関する

評価を行った（TVOC と二酸化炭素を強制導

入）ところ、気道・目・皮膚症状、頭痛、認

識・感覚影響等の症状の数が有意に増加及び

心拍数の有意な上昇が 1000ppm でみられた

（MacNaughton et al 2016）。 
Zhang らによると、10 名の被験者、2.5 時

間で 500 及び 5000ppm（強制導入）の部屋で

の二酸化炭素曝露では、急性症状（上記とほ

ぼ同じ）、認識機能への影響はみられなかった

が、呼気終末二酸化炭素分圧（ETCO2）では

差がみられた（Zhang et al 2016, BA）。 
また Zhang らによると、25 名の被験者、255

分間二酸化炭素濃度（強制導入）とヒト由来

の汚染物質（bioeffluents）を制御（外気導入

量増）した部屋（二酸化炭素濃度 500, 1000, 
3000ppm）では、bioeffluents 含む 3000ppm の

条件で頭痛、疲労、眠気への影響がみられ、

bioeffluents含む1000ppmの条件で認識機能へ

の影響がみられた（Zhang et al 2017a, IA）。 
また上記の実験においては、bioeffluents 含

む 1000ppm 以上の条件で α-アミラーゼ活性

の有意な増加がみられ、bioeffluents 含む

3000ppm の条件で拡張期血圧及び経鼻的ピー

クフローの有意な減少がみられた。ETCO2と

心拍数の増加はbioeffluents含む含まないに限

らず、いずれも二酸化炭素濃度（二酸化炭素

濃度 500, 1000, 3000ppm）に依存して上昇し

た（Zhang et al 2017b, IA）。 
Zhang らの実験では、 1000ppm では

bioeffluents による影響を受けていると報告し

ているが、これに関する化学的な定性及び定

量的な根拠は示されておらず、bioeffluents と
はどのようなもので、どのような生体への作

用を示すのかについて明らかにしたうえで、

本実験結果でみられたヒトへの影響との関係

を明らかにする必要がある。 
 

C.2.2 相対湿度（絶対湿度を含む） 
これまで低湿度におけるインフルエンザウ

イルス活性の増加が報告されてきた。近年は、

動物への曝露実験による感染力の研究が報告

されており、低湿度ではウイルスを含む飛沫

核の安定性が高いことから感染力が高いと考

えられている（Lowen et al 2007, Hanley et al 
2010）。また、疫学研究においては、インフル

エンザ発症前の温度と絶対湿度の平均値、温

度と絶対湿度の低下率を比べた場合、温度よ

りも絶対湿度、平均値よりも低下率がインフ

ルエンザの発症リスクに強く関係しているこ

とが示唆されている（Jaakkola et al 2014）。 
一般的な風邪の症状を引き起こすライノウ

イルスについても、インフルエンザウイルス

程ではないが、温度と絶対湿度の低下とウイ
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ルス感染リスクとの関係が疫学研究で示唆さ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

れている（Ikäheimo et al 2016）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO2 濃度 生理変化 精神運動機能 症状 室内基準等

500 ppm以上
pCO2, 心拍数, 心拍変動,
血圧, 末梢血液循環

700 ppm以上でシックビ
ルディング症候の症状

1,000以上 認識能力（意思決定, 問
題解決）

学童の喘息症状の増悪 居住空間における室内空
気質指針値

5,000 以上
労働環境基準（8時間加
重平均値TAW）

10,000 以上

呼吸数増加, 呼吸性アシ
ドーシス, 代謝性侵襲
（血中Caや尿中燐濃度
の低下）, 脳血流増加, 分
時換気量増加

50,000 以上 めまい, 頭痛, 混乱, 呼吸
困難

100,000 以上
激しい呼吸困難に続き,
嘔吐, 失見当, 高血圧, 意
識消失

労働環境基準（短時間限
界値STEL）

表 2-2-7 二酸化炭素濃度と健康等への影響のまとめ 

・血液の pH 低下や CO2 増加は、ヘモグロビンから酸素を離れやすくする 
・血液中の CO2 増加では炭酸脱水酵素の働きで水素イオンと重炭酸イオンを生成 
 

図 2-2-1 温湿度とインフルエンザウイルス感染 
（モルモットの実験より, Lowen 2007） 
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D. 総括 
建築物利用者の職場環境と健康に関する実

態調査については、東京都と大阪市に所在す

る事務所用途の特定建築物を対象に、東京都

５件、大阪市６件の事務所から協力（調査フ

ロアー数 24、調査対象者数約 648 名）を得た

うえで、平成 27 年 6 月から平成 29 年 2 月ま

でアンケート調査と室内環境の実測調査に関

する縦断調査を実施した。その結果、上気道

症状では温度の低下、相対湿度の低下、絶対

湿度の低下との間に有意な関係がみられた。

冬期の相対湿度は建築物環境衛生管理基準値

の40%を下回るオフィスが大半であったこと

から、冬期の湿度低下が上気道症状のリスク

を高めている原因となっている可能性が考え

られた。解析途上にある室内空気汚染物質等

の他の室内空気質因子を含め、今後はさらに

詳細な解析を実施する。 
二酸化炭素に関する近年の複数のエビデン

スが、1000ppm 程度の低濃度域における二酸

化炭素濃度の上昇と生理学的変化（二酸化炭

素分圧、心拍数等）及び SBS 関連症状との関

係を示していた。生理学的変化は二酸化炭素

によるものと考えられるが、SBS 症状につい

ては二酸化炭素によるものか、他の汚染物質

との混合曝露によるものかはさらなる検証が

必要（特に長期間曝露の影響）ではあるが、

建物内の二酸化炭素の室内濃度を 1000ppm
以下の低濃度に抑えることで、これらの健康

影響を防止できると考えられた。近年、

1000ppm 程度の低濃度の二酸化炭素そのもの

による労働生産性（意思決定能力や問題解決

能力）への影響が示唆されており、今後のさ

らなる検証が求められる。 
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